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令和6年度

就学事務システム標準化検討会

令和5年度までの検討状況と令和6年度の取組について
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◼ 就学事務では、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」（令和三年法律第四十号）に基づき

、地方公共団体の業務プロセスや情報システムの実態等について調査を行い、市区町村・事業者への意見照

会、有識者による検討会及び自治体職員で構成されるワーキングチームを経て、令和6年3月に 「就学事務シ

ステム（学齢簿編製等）標準仕様書【第3.0版】」 及び 「就学事務システム（就学援助）標準仕様書 【

第3.0版】」 を策定しました。

◼ 標準仕様書の改定に当たっては、デジタル庁「標準仕様書の改定・運用に関する考え方」（令和5年6月16日

）において、移行支援期間（2025年度まで）においては、統一・標準化の取組を優先するため、原則として

見直しは行わないこととされています。そのため、今年度の検討に当たっては、デジタル庁との協議及び第3.0版へ

の各自治体やベンダからいただいたご意見を踏まえ、以下の検討を行いました。

ー 誤記・表記ゆれの修正や反映漏れ等の必要最低限の訂正

ー 仕様書の解釈の疑義に対する補記

◼ 就学援助システムにおいては、仕様書の改定となるため、有識者からなる検討会にてご意見をお伺いし、最終化

を行います。

1. 地方自治体の基幹業務システムの統一・標準化について
1.1. これまでの経緯と今年度の検討内容
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2. 就学事務システム標準仕様書【第3.1版】 について
2.1. 改定及び正誤表作成のポイント

◼ 今回の改定では、デジタル庁「標準仕様書の改定・運用に関する考え方」に従い、改定及び正誤表での対応を行います。

（１）

仕様書の改定

（２）

正誤表の公開

考え方（デジタル庁資料より抜粋）

• 標準仕様書の改定に伴う地方公共団体及び事業者の負担を軽減するため、制

度改正等の政策上必要と判断される見直しを行う場合は、原則として適合基準

日の１年前までに見直し内容を反映した標準仕様書を公表する。ただし、制度

改正が毎年予定されているなど、１年前までの仕様書の見直しが困難な事務に

ついては、デジタル庁と制度所管省庁で協議の上、別途定める。

• 制度改正等以外の事情を契機として見直しを行う場合は、原則として、年１回

の特定の期日を目途に見直し内容を反映した標準仕様書を公表することとし、

当該内容に係る適合基準日は、公表後１年後以降とする。ただし、移行支援期

間（2025年度まで）においては、統一・標準化の取組を優先するため、原則と

して当該見直しは行わず、真に必要なものについてデジタル庁と協議の上、見直

しを行う。

• 標準仕様書の解釈等の記載や誤記の訂正については、標準仕様書の改定プロ

セスを待つことなく、正誤表で対応することができる。正誤表は、デジタル庁が別途

定める様式を用いて、標準仕様書の版数単位で作成することとし、標準仕様書

のファイル名に更新日付を含める等、訂正があったことが確認できる形で公開する

こと。

該当なし

就学援助システム

標準仕様書が該当

＜事由＞

・誤記修正/表記ゆれ修正

・自治体・ベンダ意見の反映等

就学援助システム

標準仕様書が該当

＜事由＞

・仕様書の解釈の補記等

対応種別 該当システム

審
議
依
頼
内
容
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2. 就学事務システム標準仕様書 【第3.1版】について
2.2.改定のプロセス

◼ 標準仕様書の改定にあたっては、昨年度と同様に有識者による検討会を実施することで、実効性の高い標準仕様書を策定します。

◼ ただし、今回の改定内容は、デジタル庁で整理をされた横並び調整方針の反映であることや、軽微な修正にとどまっていることから、検討会は

対面で実施せず、書面にて構成員の方々に確認いただく想定です。

7/23

～

8/6

8/6

～

8/23

有識者検討会（書面）

標準仕様書の修正

標準仕様書（改定版）の公開

• 就学援助システムについて、有識者への書面確認依頼、意見収集

• 有識者検討会の意見を踏まえ、標準仕様書を修正

• 標準仕様書（改定版）を公開する。

（学齢簿は改版せず、正誤表公開もなし）

改定のスケジュール

改定内容の検討 • 就学援助システムについて、改定案及び正誤表を作成～7/19

今回

8月末
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3. 就学事務システム（就学援助）標準仕様書 【第3.0版】からの主な修正点

◼ 標準仕様書【3.0版】からの主な修正点は別添資料のとおりです。

◼ 就学援助における修正点については、デジタル庁横並び調整方針への対応、仕様書間の整合性の確保、解釈の補記や誤字などの軽微な

修正のみであったため、書面開催としています。
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4. その他軽微な改定について

◼ デジタル庁「横並び調整方針」の改定を踏まえ、学齢簿システム及び就学援助システムの両仕様書において、帳票要件に適合基準日を設

定します。

◼ なお、本件は軽微な修正であるため、検討会での協議事項とはしておりません。

適合基準日を

追加

※就学援助システム仕様書についても同様に修正。
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（参考）標準仕様書の改定・運用に係る考え方

◼ 標準仕様書の改定に係る考え方の詳細については、以下のデジタル庁の資料をご参照ください。

標準仕様書の改定・運用に関する考え方 (digital.go.jp)

https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/c58162cb-92e5-4a43-9ad5-095b7c45100c/5dc8c5cf/20230619_policies_local_governments_outline_01.pdf
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